
西脇市認可外保育施設保育料助成事業チェックシート 
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保護者及び児童が市内に居住している。 

（住民基本台帳に登録されている。） 

２番目以降の子どもが、０～２歳クラスで

施設（※１）を利用している。 

世帯の市民税所得割額（※２）が 155,500 円未満

（ひとり親世帯は 169,000 円未満）である。 

月額の保育料（実費徴収分を除く）が、

5,000 円を超えている。 

月ごとの通園日数は 12日以上である。 

（12 日以上の月が対象です。） 

本保育料助成事業の対象です。 

必要書類を園へ提出してください。 

対象外 

子どもが、０～２歳クラスで 

施設（※１）を利用している。 

世帯の市民税所得割額（※２）が 57,700 円未満

（ひとり親世帯は 77,101 円未満）である。 

子どもが２人以上いる。 

対象外 対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

（※１）対象施設…児童福祉法第 59条の２第１項に基づく届出のある西脇市内の認可外保育施設 

（ただし、兵庫県のひょうご保育料軽減事業の助成対象となる施設を除く。） 

（※２）市民税所得割額…原則的には、父の市民税所得割額＋母の市民税所得割額＋税額控除額（※３）になります。

（認可保育施設の保育料算定で使用する市民税所得割額） 

（※３）税額控除額…保育料算定上の市民税所得割額には、通常の市民税所得割額に次の控除を加えて計算します。 

(a)寄付金税額控除、(b)外国税額控除、(c)配当割額控除、(d)株式等譲渡所得割額控除、 

(e)配当控除、(f)住宅借入金等特別税額控除、(g)申告特例控除 

【参考：月額助成額の計算（100 円未満の端数は切り捨て）】 

A＝月額保育料－5,000円  B＝月額保育料×１/2  ⇒A と B を比較して小さい額＝＜助成額＞円 

                             ただし、・第２子以降…月額 15,000 円上限  

・第１子  …月額 10,000 円上限 


